
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の概要

重大犯罪に当たる行為
殺人，放火，強盗，強姦・強制わ
いせつ（以上の未遂を含む。），傷害（軽
微なものを除く。）・傷害致死

警　察

裁　判　所

検　察　庁

送致

起訴

　　　       地　方　裁　判　所
１ 構成
  ○処遇の要否の決定は，裁判官１名
　　及び精神科医１名の意見の一致し
　　たところによる
  ○精神障害者福祉等の専門家が関
　　与し，意見を述べる
２ 役割
　○入院(再入院を含む。)又は通院の
　　要否，退院の可否，通院治療の終
　　了の可否等を決定
　○不起訴処分を受けた者については，
　　併せて，重大犯罪に当たる違法行
　　為をしたこと等，本制度の対象者で
　　あることを確認
３　決定手続
　①裁判官による鑑定入院命令
　②処遇の要否の決定手続
　 ・精神科医による対象者の鑑定
　 ・検察官・対象者（付添人）等による
　　資料提出
　 ・対象者の生活環境等の調査
　③処遇の決定
　 ・医療を受けさせるために入院させ
　　る決定
　 ・入院によらない医療を受けさせる
　　決定
 ④決定に対し抗告できる
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退院の許可
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連　携

鑑定入院命令取消しの申立て
入院・通院治療決定に対する
不服申立て
退院許可の申立て
処遇の終了の申立て　等

鑑定入院命令
入院・通院治療決定
退院許可決定
処遇の終了決定　等
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